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居住支援法人指定における申請書類と留意事項 

 

１ 申請書類について  

 申請に必要な書類は以下のとおりとなります。 

 

（１）住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書 様式１ 

（２）定款 

（３）登記事項証明書 

（４）申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 

（５）申請に係る意思決定を証する書類 

（６）支援業務の実施に関する計画書 

（７）役員の氏名及び略歴を記載した書類 

（８）現に行っている業務の概要を記載した書類 

（９）支援業務に関する法人としての活動実績が分かる書類 

（10）担当役員及び職員の支援業務従事歴が分かる書類 

（11）行政と連携した取組の実績が分かる書類 

（12）法人及び役員が欠格事項に該当しないことを誓約する書類 様式２ 

（13）個人情報取扱規程又はそれに準じる書類 

（14）区市町村長の推薦書 

（15）その他業務に関し、参考となる書類 

 

※申請をご検討の際は、事前に下記、担当窓口までお電話でご相談ください。 

担当窓口：東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課 

住宅セーフティネット担当（03-5388-3320） 

 

２ 留意事項について  

（１）住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書 様式１ 

 

・「１ 支援業務の種別」は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律（平成 19年法律第 112号）第 62条各号に掲げる業務の別を記載すること。 

・「３ 支援業務を開始しようとする年月日」は「指定年月日以降」と記載すること。 
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・「６ 添付書類」は添付する書類のみを記載すること。 

 

（２）定款 

（３）登記事項証明書（発行後３か月以内のもの） 

 

①申請者が以下のいずれかの法人であることが確認できること。 

・特定非営利活動法人 

・一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人 

・住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社 

 ②目的の中に、支援業務の実施に係る項目が記載されていること又は「住宅確保要配慮

者のための居住支援業務」など包括的に支援することが記載されていること。 

③宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。 

 

 

（４）申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 

 

・直近の財産目録及び貸借対照表において、原則、債務超過の状態（貸借対照表で 

 純資産の部の合計がマイナス）になっていないこと。 

 

 

（５）申請に係る意思の決定を証する書類（任意書式） 

 

・定款等に則って支援業務を実施することについての意思決定がなされていることが 

 確認できるものとし、理事会・役員取締役会などの議事録を提出すること。これに 

 より難い場合は、意思決定書を提出すること。 
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（６）支援業務の実施に関する計画書（任意書式） 

 

・組織、人員及び運営に関する事項並びに支援業務の概要に関する事項が確認できるこ

と。 

・居住支援業務対象者、業務区域、組織体制、具体的な居住支援業務の内容、営業日 

 時等が明確に記載されていること。 

・組織体制については、組織図等において、担当部署・業務責任者・人員体制等を記 

 載し、支援業務を実施するために十分な人員が確保されていること等が確認できる 

こと。 

・具体的な居住支援業務については、東京ささエール住宅（セーフティネット住宅の東

京都独自の愛称）の入居者への家賃債務保証、入居前支援※１、入居中支援※２、退

去時支援※３、残置物処理等業務、賃貸人への情報提供※４、附帯する支援業務※５

の概要、支援内容、スキーム、料金の有無（有料の場合は料金及び提供の条件を記載）

等が記載されており、実施方法、実施体制等が適切であること等が確認できること。 

・地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資す

る活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関す

る事項が確認できること。 

・支援業務に係る人材の資質の向上※６に関する事項が確認できること。 

※１ 住宅確保要配慮者からの入居の相談、物件情報等の提供、内見の同行、契約手 

続き支援、家賃債務保証への支援、緊急連絡先の提供、入居可能な住宅の確保等 

※２ 見守り（安否確認、定期訪問等）、生活相談、緊急時対応等のサービス提供、 

行政機関との連携等 

※３ 入退去時の立会い、葬儀代行サービス等 

※４ 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

を図るために必要な情報の提供を行うこと。 

※５ 居住支援に係る普及啓発・広報活動、セミナー開催等 

※６ 住支援協議会や研修会への参加等により、住宅・福祉等の多角的な知見、全国

的な動向、他の法人の取組等を把握すること等 
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（７）役員の氏名及び略歴を記載した書類（任意書式） 

 

・「法人及び役員が欠格事項に該当しないことを誓約する書類 様式２ 」に記載す 

る全役員の氏名・人数と相違がないこと。 

 

 

（８）現に行っている業務の概要を記載した書類（任意書式） 

 

・法人概要、沿革、法人の業種や主とする事業、居住支援に係る取組等が確認できる 

 こと。 

・基本的には、法人の既存資料（事業紹介のためのパンフレット等）を提出すること。 

 

 

（９）支援業務に関する法人としての活動実績が分かる書類（任意書式） 

 

・法人として、少なくとも１年以上の間、支援業務を適切に実施したことが確認でき 

 ること。 ※個人での活動実績は含まない。 

・実施した居住支援業務対象者、業務区域、組織体制、具体的な居住支援業務の内容、 

 営業日時等が明確に記載されていること。 

・具体的な居住支援業務については、家賃債務保証、入居前支援、入居中支援、退去時

支援、残置物処理等業務、賃貸人へ情報提供、附帯する支援業務の概要、支援内容、

スキーム、料金の有無（有料の場合は、料金及び提供の条件を記載）等が記載されて

おり、実施方法、実施体制等が適切であったことが確認できること。 

・各支援の実績集計表（１～３年程度）を作成し、各支援の代表的（特徴的）な事例 

（年４件以上）を記載するなど、これまでの具体的な実績件数が確認できること。 

 

 

（10）担当役員及び職員の支援業務従事歴が分かる書類（任意書式） 

 

・居住支援業務担当役員及び担当職員の居住支援業務に関する従事歴及び従事期間 

（少なくとも１年以上の間）等が明確に記載されていること。 
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（11）行政と連携した取組の実績が分かる書類（任意提出） 

 

・法人として、居住支援に関する自治体からの受託事業を行っている（行っていた） 

 場合は、それが具体的に分かる資料（PRちらし・契約書など）を提出すること。 

 

 

（12）法人及び役員が欠格事項に該当しないことを誓約する書類 様式２ 

 

・「役員の氏名及び略歴を記載した書類」に記載してある全役員の氏名・人数と相 

 違がないこと。 

 

 

（13）個人情報取扱規定又はそれに準ずる書類 

 

・個人情報の取扱責任者等が明示されていること。 

・個人情報の取扱いに関し、適正な措置を講じていることが確認できること。 

 

 

（14）区市町村長の推薦書（任意提出） 参考様式１・２ 

 

・居住支援活動に関して当該区市町村と連携実績等がある場合に限る。 

・自治体の区市長村長名で公印が押されていること。 

 

 

（15）その他業務に関し、参考となる書類（任意提出） 


